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第 2949号の 2

金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成30年9月21日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第61号

金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例施行規則(平成20年規則第69号)の一部を次のように改

正する。

第 5条に次の l号を加える。

(4) 用途が消雪用である既設の井戸に代えて新たに井戸を設置する場合(前各号に掲げる場合を除く。)であって、

採取量の抑制に向けた措置が講じられていると市長が認めるとき。

様式第 l号中「あて先」を「宛先」に改め、同様式の備考第 5項に次の 1号を加える。

(4) その他市長が必要があると認める書類

附則

この規則は、平成30年10月 1日から施行する。
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平成30年(2018年)9月21日印制 発行人

平成30年(2018年)9月21日発行 発行所

定価 120円 印刷所石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地
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